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高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画専門部会 

   武蔵野市健康福祉施策推進審議会設置条例施行規則  

 

 （趣旨）  

第１条  この規則は、武蔵野市健康福祉施策推進審議会設置条例（令和４年

12月武蔵野市条例第 36号。以下「条例」という。）の施行について、必要

な事項を定めるものとする。  

 （用語）  

第２条  この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。  

 （審議会の会長及び副会長）  

第３条  審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により定める。  

２  会長は審議会を代表し、会務を総括する。  

３  副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。  

 （審議会の会議）  

第４条  審議会の会議（以下この条において「会議」という。）は会長が招

集する。ただし、会長及び副会長がともに選任されていないとき又は事故

があるとき若しくは欠けているときの会議は、市長が招集する。  

２  会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。  

３  審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。  

４  会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求

め、その説明又は意見を聞くことができる。  

 （専門部会）  

第５条  専門部会の委員（以下「部会員」という。）は、各専門部会 15人以

内とする。  

２  条例第５条第２項第２号の規定により市長が委嘱する委員は、次に掲げ

る者とする。  

 (1) 学識経験者  

 (2) 地域福祉、高齢者福祉、介護保険、障害者（児）福祉、保健医療、健

康増進、食育推進等の関係者  

 (3) 公募による市民  

３  前項の委員の任期は、委嘱の日から専門部会における調査及び審議が終

了した日までとし、２年を超えないものとする。  

４  第２項の委員は、専門部会にのみ出席する。  

 （準用）  

第６条  第３条及び第４条の規定は、専門部会について準用する。この場合



において、同条中「審議会」とあるのは「専門部会」と、「会長」とある

のは「部会長」と、「副会長」とあるのは「副部会長」と、「委員」とあ

るのは「部会員」と読み替えるものとする。  

 （庶務）  

第７条  審議会の庶務は、健康福祉部地域支援課において処理する。ただし、

専門部会の庶務は、市長が指定する課において処理する。  

 （委任）  

第８条  この規則に定めるもののほか、審議会及び専門部会について必要な

事項は、市長が定める。  

   付  則  

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。  

 


